
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の｢骨格提言｣を 

尊重した障害者総合福祉法の制定を求める意見書(案) 

 

 平成１８年１２月１３日、第６１回国連総会において、障害者権利条約が採択され、

平成２０年５月３日に発効した。すでにわが国は平成１９年９月２８日にこの条約に署

名している。 

 政府においては、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備すすめるために、平成

２１年１２月に「障がい者制度改革推進本部」を内閣に設置し、翌年１月に障害当事者

及び関係者の参画による｢障がい者制度改革推進会議｣を発足させた。「障がい者制度改

革推進会議」は、同年６月に「第一次意見」を、同年１２月に「第二次意見」を取りま

とめた。その取りまとめをもとに、本年７月、障害者基本法が改正されたところである。 

 続いて、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会は、障害者自立支援法に替わる障害

者総合福祉法の制定に向け、障害当事者、家族、事業者、学識関係者、自治体関係者等

による５５名の委員によって議論を重ね、本年８月に「障害者総合福祉法の骨格に関す

る総合福祉部会の提言」（骨格提言）を全委員一致で取りまとめた。 

 現在、厚生労働省においては、障害者総合福祉法を平成２４年通常国会に提出するた

めに法案づくりが進められているところであるが、「骨格提言」は障害当事者の希望や

意見を集約し関係者の合意により取りまとめられたものであり尊重すべきものである。 

 よって、国においては、「障害の有無にかかわらず国民が分け隔てられることのない

共生社会の実現とそのための制度改革をめざす」という総合福祉部会の「骨格提言」に

基づいた法の制定がなされるよう、以下の点について強く要請する。 

 

記 

 

１ 「障害者総合福祉法」の制定に当たっては、障がい者制度改革推進会議総合福祉部

会が取りまとめた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を尊重

したものとすること。 

 

２ 「障害者総合福祉法」の施行に当たっては、実効性のあるものとするための地方自

治体の財源の確保について充分に配慮すること。 

 

 以上、地方自治法９９条の規定に基づき意見書を提出する。 
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